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4月は 7日・14日・21日・28日です

相談日は毎週火・金曜日 です

消費生活相談窓口
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みんなのけんこう
保健センター　石畑 1970　　 557―5072
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発行／瑞穂町　編集／秘書広報課　毎月1回1日発行
〒190－1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
　042（557）0501（代表）　　 042（556）3401（代表）

ホームページ　http://www.town.mizuho.tokyo.jp/

Ｎｏ
皆さんの写真や大切なもの、活躍している身近な人
なども紹介できますので、お気軽にお寄せください。

　シュンランは、カタクリとならぶ、スプリング・
エフェメラル（春の妖精）の代表種です。
　表紙で紹介した「宮﨑デッキ」でカタクリを
楽しんだあとは、シュンランを見つけに狭山丘
陵を散策し、春の妖精たちに出会う一日を楽し
まれてはいかがでしょうか。申込み　秘書広報課　　557－7497

シュンラン
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町長
通信
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